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技術提案書作成要領 

総合評価落札方式（簡易型運用版） 

 

         工事名           青葉林道（林業専用道）新設工事                  

 

 

１ 技術提案書の構成 

 

（１）技術提案書の構成は、次のとおりとする。 

  【競争参加資格確認申請書】 

① 提出文書 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 別記様式１－１ 

② 提出書類一覧・・・・・・・・・・・・・・・ 別記様式１－２ 

③ 資格確認通知書の写し及び支店・営業所の場合の所在地確認資料 

④ 同種工事の施工実績 ・・・・・・・・・・・ 別記様式２ 

⑤ （様式２）に係る CORINS 登録や契約書の写し及び工事内容が確認できる資料 

⑥ 配置予定技術者の資格・工事経験 ・・・・・ 別記様式３ 

⑦ （様式３）に係る資格者証の写し及び雇用証明並びに経験を証明する資料 

⑧ 経営・安全管理等の状況  ・・・・・・・・・ 別記様式４及び（付表） 

⑨ （様式４）に係る退職金共済事業の加入証明書等の写し並びに総合評定値通知

書の写し 

【技術提案書】・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 〔別記表紙〕 

⑩ 企業の施工実績・・・・・・・・・・・・・・ 別記様式５ 

⑪  （様式５）に係る工事成績評定書の写し及び表彰状の写し 

⑫  配置予定技術者の能力 ・・・・・・・・・・ 別記様式６ 

⑬  （様式６）に係る工事成績評定書と CORINS 登録の写し及び資格者証等の写し

並びに継続教育証明の写し 

⑭  地域貢献の状況 ・・・・・・・・・・・・・ 別記様式７－１及び７－２ 

⑮  （様式７－１及び７－２）に係る活動実績を証明する資料 

        ⑯ ワーク・ライフ・バランス等の推進の取組(別記様式８－１及び８－２) 

⑰ （様式８－１及び８－２）に該当することを証明する書類 

【別添】工事における賃上げの表明した企業等の技術提案書について 

（２）技術提案書のサイズはＡ４とする。 

（３）技術提案書の内容は、簡潔に記載するものとする。 

（４）単体企業、経常建設工事共同企業体、復旧・復興建設工事共同企業体の提出様式及び   

添付書類は、「６提出書類一覧表」に示す様式及び添付書類（資料）を提出すること。 

（５）各様式の添付書類について、各様式の末尾に添付すること。 

また、添付書類（資料）が複数の様式の証明に使用し添付書類（資料）を省略する場

合は、「様式○添付書類（資料）参照」と記載するか参照箇所が確認できる目録を添付
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すること。 

 

 

２ 技術提案書の内容 

  作成する技術提案書の内容は、次表及び様式に基づき記載するものとし、別記様式１～

８及び別記表紙については、必ず提出する。 

 

記載事項 内容に関する留意事項 

【競争参加資格確認

申請書】 

 

①  資格確認通知書の写しを添付する。 

②  公告指定地域内に本店がない者は、支店・営業所の所在地

と本店との関係を確認できる資料を添付する。 

 （１）同種工事の施工

実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 元請けとして、完成、引き渡しが完了した工事実績は別表 

１のとおり。 

② 同種工事は、別表２の要件を満たす工事とする。 

③ 同種工事として記載した工事が各森林管理局・署等発注工

事でかつ工事成績評定を実施したものである場合には、工事

成績評定通知書の写しを提出すること。なお、評定点が 65 点

未満のものは、施工実績として認めない。 

④ 施工実績は、工事名、発注機関名、施工場所、契約金額、工

期、受注形態等のほか、工事概要（構造形式等）を記載する。 

⑤ 施工実績は、可能な限り、財団法人日本建設情報総合セン

ター（JACIC）の工事実績情報サービス（以下「CORINS」とい

う。）に登録されている工事から選定する。 

⑥ 共同企業体構成員としての施工実績は、出資比率が 20％以

上の工事に限る。 

⑦ 記載様式は、様式２とする。 

（２）配置予定技術者の

資格・工事経験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 主任技術者又は監理技術者の氏名を記載する。 

  なお、技術提案書提出時に主任技術者又は監理技術者が特

定できない場合は、資格等の要件を満たす複数の候補者を記

入することができる。その場合、審査については、各候補者の

うち資格の評価が最も低い者で評価する。 

①  １級若しくは２級土木施工管理技士の資格を有する者又

は、次のいずれかに該当する者。 

・ １級又は２級建設機械施工技士の資格を有する者。 

・ 技術士（技術士法による第二次試験のうち、技術部門を森

林部門（選択科目を「森林土木」とするものに限る。）又は

建設部門又は農業部門（選択科目を「農業土木」又は「農業

農村工学」とするものに限る。）又は総合技術監理部門（選

択科目を「建設」、「農業－農業土木」、「農業－農業農村

工学」、又は「森林－森林土木」とするものに限る。））の
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資格を有する者。 

・ これらと同等の資格を有するものと国土交通大臣が認定

した者。 

③ 監理技術者が必要となる工事にあっては、監理技術者資格

者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる

者であること。 

  なお、「これに準ずる者」とは以下の者をいう。 

・ 平成 16 年２月 29 日以前に交付を受けた「監理技術者資

格者証」を所持する者 

・ 平成 16 年２月 29 日以前に監理技術者講習を受講し、平

成 16 年３月１日以降に監理技術者資格者証の交付を受け

た者は、「監理技術者資格者証」及び「監理技術者講習修了

証」を所持する者 

④ 主任技術者又は監理技術者が必要となる工事にあっては、

直接的かつ恒常的な雇用関係が技術提案書の受付日以前に３ 

ヶ月以上ある者。なお、直接的かつ恒常的な雇用関係（３ヶ月

以上）を証明する書類として、監理技術者資格者証の写し（所

属建設業者名の記載のあるもの）、市区町村が作成する住民税

特別徴収税額通知書の写し、健康保険・厚生年金被保険者標準

報酬決定通知書の写し、所属会社の雇用証明書の写しのいずれ

かを添付すること（記号・番号等にマスキングを施されたもの

に限る。）。 

⑤ 主任技術者又は監理技術者の工事経験は別表３のとおり。 

⑥ ⑤で従事した同種工事が各森林管理局・署等発注工事でか

つ工事成績評定を実施したものである場合には、工事成績評

定通知書の写しを提出すること。なお、評定点が 65 点未満の

ものは、施工実績として認めない。 

⑦ 共同企業体構成員としての施工実績は、出資比率 20％以上

の工事に限る。 

⑧ 共同企業体にあっては、構成員のうち１社の主任技術者又

は監理技術者が同種工事の施工経験を有していればよい。 

⑨ 主任技術者又は監理技術者が申請時に従事しているすべて

の工事の従事状況を記載し、本工事を落札した場合の主任技

術者又は監理技術者の配置予定等を記入すること。 

⑩ 主任技術者又は監理技術者は、契約締結の日から本工事に

配置できる者であること。 

  ただし、専任で配置すべき工事にあっては、次に掲げる期

間の専任は要しない。   

  ア 契約締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事

務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始される

までの期間） 
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  イ 自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を

全面的に一時中止している期間 

  ウ 工事完成通知書の受領後、事務手続き等のみが残って

いる期間 

⑪ 主任技術者が、工事現場の相互の間隔が直線距離で 10km 程 

度又は移動時間（舗装道路 40km、未舗装道路 20km の時速で計

算）が 60 分以内の近接した二以上の工事を専任する場合、相

互の現場の距離を示した図面又は移動時間を記載した里程図

等を添付すること。 

⑫ 契約締結後、CORINS 等により配置予定の監理技術者等の専

任制違反の事実が確認された場合には、契約を解除すること

がある。なお、病休・死亡・退職等真にやむを得ない場合の外

は、技術資料の差し替えは認められない。 

⑬ やむを得ず配置技術者を変更する場合は、次に掲げる場合

等とする。 

  ア 受注者の責によらない理由により工事中止又は工事内

容の大幅な変更が発生し、工期が延長された場合 

  イ 工場から現地へ工事の現場が移行する時点（橋梁等工

場製作を含む工事の場合） 

  ウ 一つの契約工期が多年に及ぶ場合（大規模な工事の場

合） 

  いずれの場合であっても、発注者との協議により交代の時

期は工程上一定の区切りと認められる時期とするほか、同種

工事の施工経験が当初配置技術者と同等以上の者を配置しな

ければならない。 

⑭ 記載様式は、様式３とする。 

（３）経営・安全管理等    

の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 会社としての経営状況、安全管理の状況、労働福祉の状況、

国及び地方公共団体等が発注する工事においての不誠実な行

為の有無、本社等の所在地、各森林管理局・署等の発注する森

林土木工事に係る工事成績評定点（該当なしも含む）を記載

すること。 

② 退職金共済事業に加入している加入証明書は必ず添付する

こと。 

③ 健康保険、厚生年金保険、雇用保険の加入状況確認のため

総合評定値通知書の写しを必ず添付すること。 

④ 記載様式は、様式４とするが、不誠実な行為等に該当する

場合には詳細な内容を示す書類を添付すること。  

⑤ 各森林管理局・署等の発注する森林土木工事で工事成績評

定を受けている場合は、過去２年度分（当年度は除き、65 点

未満も含む）の平均点を計算した様式４（付表）「工事成績 
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 評定の平均点計算書」を必ず添付すること。 

 

【技術提案書】 

 

 ※ 技術提案書の表紙〔別記表紙〕を必ず添付する。 

 

（４）企業の施工実績 

 

 

 

 

 

① 各森林管理局・署等の発注する森林土木工事における低入

札価格調査の有無及び評定点、工事表彰の有無を記載し工事

成績評定通知書の写しを添付すること。 

② 記載した低入札価格調査対象工事の工事成績評定通知書の

写し及び表彰状の写しを添付すること。 

③ 記載様式は、様式５とする。 

（５）配置予定技術者の 

      能力 

 

 

 

 

 

① 主任（監理）技術者として従事した東北森林管理局・署等発

注工事の実績、技術士（森林土木）の追加保有の有無、継続教

育の実績の有無及び取得ポイントを記載する。 

② 記載した 65 点未満の工事の工事成績評定通知書と CORINS

登録の写し及び資格者証等の写し並びに継続教育の取得ポイ

ント証明の写しを添付すること。 

③ 記載様式は、様式６とする。 

（６）地域貢献・働き方    

改革の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 災害協定活動の実績の有無及び内容、国土緑化活動の取組

の有無及び内容、ボランティア活動の実績の有無及び内容、

防災活動に関する表彰実績の有無及び内容を記載する。 

②  記載した活動実績を証明する資料を添付すること。 

③  記載様式は、様式７－１及び７－２とする。 

④ ワーク・ライフ・バランス等の推進の取組について次に掲

げるいずれかの認定の有無について記載する。 

  ・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づ

く認定等（えるぼし認定、プラチナえるぼし認定等） 

  ・次世代育成支援対策推進法に基づく認定（くるみん認定、

プラチナくるみん、トライくるみん認定） 

  ・青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定（ユー

スエール認定） 

⑤ 記載した認定を証明する書類を添付すること。 

⑥ 記載様式は、様式８－１及び８－２とする。 

注１）同種工事の施工実績には、施工証明書、契約書の写し（工事名、工期、発注機関、社

印を有する部分及び工事内容が確認できる資料（設計図書等で設計条件が確認できる部

分）)を添付すること。 

 なお、CORINS に登録されている各森林管理局・署等が発注した工事を施工実績とする

場合については、CORINS 登録有無欄に CORINS 登録番号を記載することにより工事カル

テの写しの添付を省略できるものとする。 

注２）国外での施工実績及び配置予定技術者の経験については、それを証明する施工証明書、
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契約書の写し、邦文訳等の資料を添付すること。なお、CORINS に登録されている工事を

施工実績とする場合については、工事実績カルテの写し（竣工登録工事カルテ受領書、

一般データ、技術データ）をもって施工証明書及び契約書に代えることができる。 

注３）配置予定技術者の経験等には、法令の資格を証明するための資格者証等の写し及び直

接的かつ恒常的な雇用関係を証明するための健康保険被保険者証等の写し並びに記載し

た工事に従事したことが確認できる資料（各森林管理局・署等が発注した工事で CORINS

に登録されている場合は CORINS 登録有無欄に CORINS 登録番号を記載することにより工

事カルテの写しの添付を省略できるものとする。)を添付するほか、工事内容が確認でき

る資料（設計図書等）を添付すること。 

注４）CORINS で確認できない場合は、入札公告において明示した資格等が確認できる資料の

写しを添付すること。 

 

 

３ 総合評価落札方式に関する事項 

（１）評価の基準 

   ① 加算点付与の考え方は、以下のとおりとする。 

 

評価項目 評価基準  評価点 

【企業の施工実績】   

  

  

 

 

  配点 

  14 点 

 

 

 

 

 

工事成績評定点（過

去２年間の平均） 

 

 

 森林管理局・署等（他局を含む）が発注した森林土木工

事に係る工事成績評定の過去２年間の平均点について評

価する。 

（評点が 65 点未満の工事も含む） 

低入札価格調査対象

工事の有無（過去２

年間） 

 

 森林管理局・署等（他局を含む）が発注した森林土木工

事について、過去２年間の低入札価格調査対象工事の有

無、回数、当該工事の成績評点（未評定、低入調査中も含

む）について評価する。 

施工に関する表彰実

績（過去 10 年間） 

 

 東北森林管理局・署等が発注した森林土木工事に係る

優良工事表彰の過去 10 年間の実績状況について評価す

る。 

【配置予定技術者の

能力】 

 

 

 

 

  

 

 

 

  配点 

   7 点  

  

  

配置予定技術者の施

工経験（過去２年間） 

 

 

 主任（監理）技術者として従事した東北森林管理局・署

等が発注した森林土木工事における工事成績評定の過去

２年間の実績状況について評価する。 

配置予定技術者の保

有資格（主任（監理）

技術者） 

 

 １級土木施工管理技士又は１級建設機械施工技士を有

する主任（監理）技術者が、追加保有する技術士（森林土

木）の資格の有無について評価する。 
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継続教育（ＣＰＤ）の

取組状況（過去１年

間） 

 

 

 

 

  主任（監理）技術者の森林分野又は建設系ＣＰＤ協議会

の土木分野の継続教育の有無及び過去１年間の取得ポイ

ントやその他分野の継続教育の有無について評価する。 

 なお、森林分野以外の取得ポイント証明が複数団体あ

る場合は、最大の取得ポイントを示す１団体をもって評

価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地域への貢献】   

 

 

 

 

  配点 

   9 点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害協定（防災ボラ

ンティア協定を含

む）等に基づく活動

実績の有無（過去５

年間） 

 

 東北森林管理局管内における国有林又はその他の災害

協定に基づく過去５年間の活動実績の有無について評価

する。 

 

 

 

国土緑化活動に対す

る取組（過去５年間） 

 

 東北森林管理局管内における国有林又はその他の国土

緑化活動に対する過去５年間の取組実績の有無について

評価する。 

ボランティア活動の

実績の有無（過去２

年間） 

 東北森林管理局管内における国有林又はその他のボラ

ンティア活動の過去２年間の活動実績の有無について評

価する。 

緊急応急工事の実績

の有無（過去２年間） 

 東北森林管理局における緊急応急工事の実施対象者の

評価以外に、緊急応急工事要請対象者名簿に登録された

者についても評価する。 

防災活動に関する表

彰実績（過去 10年間） 

 

 東北森林管理局管内における国有林を初めとした国の

機関、都道府県や市町村からの防災活動に関する過去 10

年間の表彰実績の有無について評価する。 

ワーク・ライフ・バラ

ンス等の取組 

 

  えるぼし、プラチナえるぼし、一般事業主行動計画の策

定、くるみん、プラチナくるみん、トライくるみん、ユー

スエールのいずれかの認定等の取得状況等に応じて評

価。 

      
合  計

 

 

 

 
  30 点

 

 

 

 

 

   ② 施工体制評価点付与の考え方は以下のとおりとする。 

評価項目 評価基準 評価点 

『施工体制評価』   

品質確保の実効性 工事の品質管理に関する適切な体制が十分確保され、入  
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札説明書に記載された要求要件及び技術提案の品質がよ

り確実に実現できると認められる場合 

 

 

配点 

15 点 

 

 

 

工事の品質確保に関する適切な体制が概ね確保され、入

札説明書に記載された要求要件及び技術提案の品質が実

現できると認められる場合 

その他 

 

施工体制確保の確実

性 

 

 

 

 

 

 

 

工事の確実な実施に必要な材料調達及び人員確保等の施

工体制が十分確保され、入札説明書に記載された要求要

件及び技術提案をより確実に実現できると認められる場

合 

 

 

 

配点 

15 点 

 

 

 

 

工事の確実な実施に必要な材料調達及び人員確保等の施

工体制が概ね確保され、入札説明書に記載された要求要

件及び技術提案を実現できると認められる場合 

その他 

 

合 計 

 

 

 

30 点 

 

 

（２）総合評価の方法等 

① 「標準点」を 100 点とし、「加算点」の最高点を 30 点に、「施工体制評価点」の

最高点を 30 点とする。 

② 「加算点」の算出方法は、上記（１）評価項目（企業の施工実績、配置予定技術

者の能力、地域への貢献、施工計画）について評価した結果、得られた「評価点」

の合計を、「加算点」に換算して求める。 

③ 「施工体制評価点」は、提出された技術提案書等及び施工体制確認資料の内容を、

上記（１）②の評価項目（施工体制評価（品質確保の実効性、施工体制確保の確実

性）について評価した結果、得られた「評価点」の合計とする。 

④ 価格と価格以外の要素を総合的に評価する総合評価落札方式は、入札参加者の「標

準点」と「加算点」及び「施工体制評価点」の合計を入札参加者の入札価格で除し

て得た数値（（標準点＋加算点＋施工体制評価点）÷ 入札価格、以下「評価値」

という。）により行う。 

⑤ 欠格がある場合は、入札参加を認めないものとする。 

（３）落札者の決定方法 

①  入札参加者の「評価値」の最も高い者を落札者とする。 

なお、落札の条件は、次のとおりとする。 

ア 入札価格が予定価格（税抜き）の制限の範囲内であること。 

イ 発注者の予定している最低限の要求要件を下回らないこと。また、落札者

となるべき者の入札価格が、予決令第 85 条に基づく調査基準価格を下回る

場合は、予決令第 86 条の調査を行うものとする。 
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② 上記①において、評価値の最も高い者が２者以上ある場合は、当該者にくじを引

かせて落札者を決定する。 

（４）評価内容の担保 

実際の施工に関しては、落札者は施工計画に記載された内容により施工すること。工

事完了後の検査の際、履行状況について確認を行う。請負者の責により記載内容が満足

出来ない場合には、満足出来ない評価項目ごとに、工事成績評定の点数を３点ずつ減ず

ることとする。 

 

 

４ 技術資料の審査に関する事項 

 

    技術審査における評価項目ごとの留意点は以下のとおりである。 

評価項目 評価対象範囲 留意点 様式及び添付資料 

【企業の施工実績】    

 

工事成績評定点（過

去２年間の平均） 

 

 

 

 

 

 

 

(期間)過去２年間 

(工事) 森林管理局・

署等（他局を含

む）の発注する

森林土木工事

（治山・林道） 

 

 

森林管理局・署等（他局

を含む）が発注した森林

土木工事（治山・林道）に

係る工事成績評定の評定

点について記載する。 

（評点が 65点未満の工事

も含む） 

 

【様式４】 

「工事成績評定

通知書」の写し 

低入札価格調査対

象工事の有無（過去

２年間） 

 

 

 

(期間)過去２年間 

(工事) 森林管理局・

署等（他局を

含む）の発注

する森林土木

工事（治山・

林道） 

 

・ 低入札価格調査の有無

を記載 

・ 対象工事がある場合は

対象署、工事名、入札年

月日、対象工事の無効・

未評定・調査中・成績評

定点を記載 

 

【様式５】 

･ 低入札価格調査

を受けた工事の

｢工事成績評定通

知書｣の写し 

 

 

施工に関する表彰

実績（過去 10 年間） 

 

 

 

(期間) 過去 10 年間 

(工事) 東北森林管理

局・署等の発注

する森林土木工

事（治山・林道） 

 

・ 工事の大臣、長官、局

長表彰の有無を記載 

・ 大臣、長官表彰を優先

して代表的なもの１件

選択 

・ 個人への感謝状等は対

象としない 

 

【様式５】  

･ 代表的なもの１

件の｢表彰状｣の写

し 
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【配置予定技術者の能力】   

 

配置予定技術者の

施工経験（過去２年

間） 

 

 

(期間) 過去２年間 

(工事) 東北森林管理

局・署等の発注

する森林土木

工事（治山・林

道） 

 

 

・ 配置予定技術者が主任

（監理）技術者として

従事した工事の成績評

定の実績の有無、65 点

未満の有無を記載 

 

 

【様式６】  

･ 65点未満がある

場合は当該工事の

「工事成績評定通

知書｣の写し及び

｢CORINS｣(契約～

技術者データ)の

写し 

 

配置予定技術者の

保有資格（主任（監

理）技術者） 

 

 

 

 

 

(資格)１級土木施工

管理技士又は１

級建設機械施工

技士を有し、か

つ、技術士（森林

土木に限る）の

資格を有する者 

 

 

・ 技術士（森林土木に限

る）の保有の有無、取得

年月日を記載 

・ ただし、様式３で１級

土木施工管理技士又は１

級建設機械施工技士を有

すると認められた者のみ

を対象 

 

【様式６】  

・｢技術士登録等

証明書」（選択科目

の森林土木が確認

できるもの）の写

し 

 

 

 

継続教育（ＣＰＤ） 

の取組状況（過去１

年間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(期間)過去１年間 

(対象) 森林分野（認証団

体：(社)日本技術士会、(社)森

林・自然環境技術者教育会）

又はその他の

継続教育 

 

 

 

 

 

 

・ 継続教育の有無、認証

団体、前年度の取得ポイ

ント(CPD時間数、ﾕﾆｯﾄ数

など)を単位も含めて記

載 

・ 取得ポイントは森林分

野その他の２区分で記載 

・ その他の継続教育は

最大の取得ポイントを示

す認証団体を優先して１

つ記載 

 

【様式６】  

・１級の「資格者

証」の写し（様式

３で添付の場合

は省略可） 

・ 継続教育の｢取

得証明書｣の写し 

（森林分野、土木

分野、その他別に

提出） 

 

 

【地域への貢献・

働き方改革】 
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災害協定（防災ボラ

ンティア協定を含

む）等に基づく活動

実績の有無（過去５

年間） 

 

 

 

 

 

 

(期間)過去５年間 

(区域) 東北森林管理

局管内 

(内容) 東北森林管理

局長（青森事務

所長を含む）等

の国の機関、県

知事、市町村長

と締結した災害

協定に基づく活

動実績 

 

・ 活動実績について代表

的なもの１件を記載 

（国有林の活動実績を優

先） 

・ 協定等の締結のみは対

象としない 

   

 

 

 

 

 

【様式７-１】  

｢協定書｣及び｢活

動報告書｣等の写

し 

（代表的なもの１

件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

国土緑化活動に対

する取組（過去５年

間） 

 

 

 

 

 

 

(期間)過去５年間 

(区域) 東北森林管理

局管内 

(内容) 国有林・民有

林での分収造

林、分収育林等

の緑化活動の

実績 

 

・ 活動実績について代表

的なもの１件を記載 

（国有林の活動実績を

優先） 

・ 国有林の分収育林には

「法人の森」を含む 

・ 契約書が個人名義の場

合は対象としない 

 

【様式７-１】 

｢契約書｣等の写し 

（代表的なもの１

件） 

 

 

 

ボランティア活動

の実績の有無（過去

２年間） 

 

 

 

(期間)過去２年間 

(区域) 東北森林管理

局管内 

(内容) 国有林でのボ

ランティア活

動の実績 

・ 事業体の活動実績につ

いて代表的なもの１件

を記載（国有林の活動

実績を優先） 

・ 個人の活動実績は対象

としない 

 

【様式７-２】  

｢協力要請文｣及び

｢活動報告書｣、｢礼

状｣、｢感謝状｣、そ

の他活動概要を証

明するもの 

 

 

緊急応急工事の実

績の有無（過去２年

間） 

 

(期間)過去２年間 

(区域) 東北森林管理

局管内 

(内容) 緊急応急工事

の実績等 

・緊急応急工事要請対象

者名簿に登録され、緊急

応急工事を実施した者 

・緊急応急工事要請対象

者名簿に登録されてい

る者 

【様式７-２】  

緊急応急工事の

「契約書」の写し 

登録された「対象

者名簿一覧」の写

し 
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防災活動に関する

表彰実績の有無（過

去 10 年間） 

 

 

(期間)過去 10 年間 

(区域) 東北森林管理

局管内 

(内容) 防災に関する

表彰実績 

・事業体の表彰実績につ

いて代表的なもの１件

を記載（国、県、市町村

からの表彰実績） 

・消防活動や個人の表彰

実績は対象としない 

【様式７-２】  

｢表彰状(感謝状)｣

の写し（代表的な

もの１件） 

 

 

ワーク・ライフ・バ

ランス等の推進 

の取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に掲げるいずれ

かの認定を受けてい

る。 

 ・女性の職業生活に

おける活躍の推進

に関する法律に基

づく認定等（えるぼ

し、プラチナえるぼ

し認定等） 

 ・次世代育成支援対

策推進法に基づく

認定（くるみん認

定、プラチナくるみ

ん、トライくるみん

認定） 

 ・青少年の雇用の促

進等に関する法律

に基づく認定（ユー

スエール認定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する法

律（平成 27 年法律第 64

号。以下「女性活躍推進

法」という。）に基づく

認定等（えるぼし、プラ

チナえるぼし認定等）※

１ 

・ 次世代育成支援対策推

進法（平成 15 年法律第

120 号）に基づく認定（く

るみん、プラチナくるみ

ん、、トライくるみん認

定）※２ 

・ 青少年の雇用の促進等

に関する法律（昭和 45 年

法律第 98 号。以下「若者

雇用促進法」という。）

に基づく認定（ユースエ

ール認定）※３ 

※１ 女性活躍推進法第

９ 条又は第 12条に基づ

く認定（第９条に関する

ものに対しては、労働時

間等の働き方に係わる

基準を満たすものに限

る。）、同法第８条に基

づく一般事業主行動計

画（計画期間が満了して

いないものに限る。）の

届出（常時雇用する労働

者の数が 300 人以下のも

のに限る。）をいう。 

 【様式８-１】 及

び 【様式８-２】 

 １～３の全項目

について、該当又

は該当しないもの

に○を付けるこ

と。 

 該当を選択した

場合、それぞれ、該

当することを証明

する書類（認定通

知書の写し、一般

事業主行動計画策

定・変更届の写し）

を添付すること。 

 

 

  【様式８-２】に

ついて（「ワーク・

ライフ・バランス

等の推進に関する

外国法人の確認事

務取扱要綱」第２

条に規定する同要

綱の対象となる外

国法人の場合）に

ついて提出 
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※２ 次世代育成支援対

策推進法施行規則等の

一部を改正する省令（平

成 29 年厚生労働 

省令第 31 号）による改

正後の認定基準に基づ

く認定。 

 同省令による改正前の

認定基準又は同附則第

２条第３項の規定によ

る経過措置に基づく認

定。 

※３ 若者雇用促進法第

15 条に基づく認定を受

けている企業。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 施工体制の審査に関する事項 

施工体制に関する審査は、提出された技術提案書等、入札書、工事費内訳書及び追加提

出された施工体制確認資料（別添資料のとおり。）並びにヒアリングをもとに、次の各項

目について行う。 

ただし、入札参加者が提出した技術提案書等、入札書、工事費内訳書及び施工体制確認

資料の内容により、施工内容の実現性が確認できると認められる場合は、ヒアリングを実

施しない場合がある。 

なお、施工体制確認資料の提出をしない場合及びヒアリングに応じない場合には、入札

に関する条件に違反したものとしてその者の入札を無効とする。 

 

（１）入札説明書等に記載された要求要件を実現できること 

 入札価格の範囲内において入札説明書等に記載された要求要件が実現できるかを審

査する。審査の結果、要求要件が実現できないと認めるときは、技術提案を採用せず、

施工体制評価点及び技術提案に係る加算点のうち評価項目「技術提案（施工計画含む）」

に係る評価点は与えないものとする。 

また、審査の結果、施工体制が十分確保されない場合は、「技術提案（施工計画含

む）」の評価点を、下記（２）（３）の施工体制評価により得られた満点に対する得

点割合を乗じて少数点第２位を切り捨てした数値に補正し、加算点を算出する。 
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（２）品質確保の実効性 

入札価格の範囲内において、どのように工事の品質確保のための体制づくりを行い、

それが入札説明書等に記載された要求要件の実現に係る確実性の向上につながるかに

ついて審査する。 

入札参加者の申し込みに係る価格が調査基準価格以上であるときは、審査項目に関

する体制が必ずしも十分に構築されないと認める事情がある場合に限り、品質確保の

実効性に係る施工体制評価点を満点から減点する。 

入札参加者の申し込みに係る価格が調査基準価格を満たさないときは、審査項目に

関する体制が構築されると認める場合に限り、その程度に応じて品質確保の実効性に

係る施工体制評価点を加算する。特に、下請業者における赤字の発生及び工事成績表

定点における低評価が顕著になるなど、品質確保のための体制その他の施工体制が著

しく確保されないおそれがある特別重点調査（入札説明書による。）の基準に該当す

る価格で入札した者については、審査を特に重点的に行い、審査項目に関する体制を

どのように構築するかが具体的に確認できる場合に施工体制評価点を加算する。 

（３）施工体制確保の確実性 

入札価格の範囲内において、品質確保のための体制のほか、どのように施工体制づ

くりを行い、それが入札説明書等に記載された要求要件の実現に係る確実性の向上に

つながるかについて審査する。 

入札参加者の申し込みに係る価格が調査基準価格以上であるときは、審査項目に関

する体制が必ずしも十分に構築されないと認める場合に限り、施工体制確保の確実性

に係る施工体制評価点を満点から減点する。 

入札参加者の申し込みに係る価格が調査基準価格を満たさないときは、審査項目に

関する体制が構築されると認める場合に限り、その程度に応じて施工体制確保の確実

性に係る施工体制評価点を加算する。特に、下請業者における赤字の発生及び工事成

績評定点における低評価が顕著になるなど、品質確保のための体制その他の施工体制

が著しく確保されないおそれがある特別重点調査（入札説明書による。）の基準に該

当する価格で入札した者については、審査を特に重点的に行い、審査項目に関する体

制をどのように構築するかが具体的に確認できる場合に限り施工体制評価点を加点す

る。 

 

 
【技術提案書作成要領】 別表  

１ 同種工事の施工実績 平成 23 年４月１日以降に元請けとして、完成、引き渡
しが完了した工事実績の中から、別表２に示す当該工
事と同種の工事（以下「同種工事」という。」）のう
ち、代表的なものを１件記載する。 
 

２ 同種工事 同種工事は、次の要件を満たす工事とする。 
林道規程に定める自動車道の林道又はこれと構造・規
格が同程度の森林整備事業用作業道（治山資材運搬路
を含む。）若しくは保安林管理道の新設・改良・災害
復旧工事（設計図書に基づく工事に限る。また、改良
・災害復旧工事については契約金額１，２００万円以
上の工事に限る。）であること。 
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３ 配置予定技術者の資格・工事
経験 

⑤主任技術者又は監理技術者の工事経験は、平成 23
年４月１日以降に元請けとして、完成・引き渡しが完
了した同種工事に従事した代表的なものを、次の優先
順位に基づき１件記載する。 

ア 主任技術者又は監理技術者又は現場代理人とし
て経験した工事 

イ 上記以外で経験した工事 
 

※ 各事項、過去○年間の考え方は、簡素化対象工事の該当年度を基準としており、技術 

提案書作成要領及び各要領様式に掲げた期間の定義は次のとおり。 

①「過去１年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度４月１日から前年度３月 31 日

までの１年度間。（令和７年４月 1 日から令和８年３月 31 日） 

②「過去２年間」とは、入札公告日の属する年度の前々年度４月１日から前年度３月 31

日までの２年度間。（令和６年４月１日から令和８年３月 31 日）  

③「過去５年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた５年前の４月１日か

ら前年度３月 31 日までの５年度間。（令和３年４月１日から令和８年３月 31 日）   

④「過去 10 年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた 10 年前の４月１日

から前年度３月 31 日までの 10 年度間。（平成 28 年４月１日から令和８年３月 31 日） 

⑤「過去 15 年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた 15 年前の４月１日

から前年度３月 31 日までの 10 年度間。（平成 23 年４月１日から令和８年３月 31 日） 
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６ 提出書類一覧表 

 提出にあたっては、技術提案書作成要領、各様式の※印を確認し、添付記載漏れのないよう提出すること。 
 

【競争参加資格確認申請書】 

 

単体申請 

共同企業体(注１) 
企業体 

として 
代表者 構成員 

① 提出文書  

           ・・・ 別記様式１－１ 
○

 
○

 
○

 
○

 

② （様式１－２）提出書類一覧 

 
○

 
○

 
○

 
○

 

③ 資格確認通知書の写し及び支店・営業所の場合の所在 

地確認資料 
○

 
○

 
○

 
○

 

④ 同種工事の施工実績 ○ ○ ○ ○ 

⑤ （様式２）に係る CORINS 登録や契約書の写し及び工

事内容が確認できる資料 
○

 ○ 

注２ 
○

 
○

 

⑥ 配置予定技術者の資格・工事経験 

           ・・・ 別記様式３ 
○

 
－

 
○

 
○

 

⑦ （様式３）に係る資格者証の写し及び雇用証明並びに 

経験を証明する資料又は CORINS 登録番号 
○

 
－

 
○

 
○

 

⑧ 経営・安全管理等の状況 

     別記様式４及び（付表） 
 様式４ ○ － ○ ○ 
 付 表 ○ － ○ － 

⑨ （様式４）に係る退職金共済事業の加入証明書等 

 の写し及び総合評定値通知書の写し 
○

 
－

 
○

 
○
 

【技術提案書】
 

単体申請
 企業体 

として 
共同企業体(注１) 
代表者 構成員 

【技術提案書】 

           ・・・ 〔別記表紙〕 
○

 
○

 
○

 
○

 

⑩ 企業の施工実績 

           ・・・ 別記様式５ 
○

 ○ 

注２ 
○

 
－

 

⑪  （様式５）に係る工事成績評定書の写し及び表彰状の 

写し 
○

 ○ 

注２ 
○

 
－

 

⑫  配置予定技術者の能力 

           ・・・ 別記様式６ 
○

 
－

 
○

 
〇

 

⑬  （様式６）に係る工事成績評定書と CORINS 登録の写  

し及び資格者証等の写し並びに継続教育証明の写し   
○

 
－

 
○

 
○

 

⑭  地域貢献の状況 

          ・・・ 別記様式７-1 及び７-2 
○

 
－

 
○

 
－

 

⑮ (様式７-１及び７-２)に係る活動実績を証明する資料 
○

 
－

 
○

 
－

 

⑯  ワーク・ライフ・バランス等の推進の取組 

                    ・・・ 別記様式８-1 及び８-2 
○

 
－

 
○

 
－

 

⑰ (様式８-１及び８-２)に該当することを証明する書類 ○
 

－
 

○
 

－
 

⑱  施工計画の実施手順 

                     ・・・ 別記様式９ 
－

 
－

 
－

 
－

 

⑲  施工計画の工程管理 

                     ・・・ 別記様式１０ 

    
－
    

－
    

－
    

－
 

⑳  施工上の課題に係わる技術的所見 

                     ・・・ 別記様式１１ 

    
－
    

－
    

－
    

－
 

㉑  品質管理方法に対する技術的所見 

                     ・・・ 別記様式１２ 

    
－
    

－
    

－
    

－
 

注１：共同企業体は経常建設工事共同企業体、特定建設工事共同企業体、復旧・復興建設工事共同企業体を

いう。 

注２：共同企業体として実績がある場合は添付する。 

   企業体の構成員としての実績は、出資比率が 20％以上のものに限る。 


